






【その他の管理的職業】

０年 １年 ２年 ３年 ５年 １０年 ２０年

1
その他の管理的職
業※１

職業安定業務統計 1,347 1,540 1,669 1,735 1,812 2,035 2,540

地域調整 （新潟：新潟）

※２ 97.3

退職金 退職給付等の費用の割合

※３ 1.06

０年 １年 ２年 ３年 ５年 １０年 ２０年

1
その他の管理的職
業※１

職業安定業務統計 1,347 1,540 1,669 1,735 1,812 2,035 2,540

地域調整 （東京：木場）

※２ 110.9

退職金 退職給付等の費用の割合

※３ 1.06

０年 １年 ２年 ３年 ５年 １０年 ２０年

1
その他の管理的職
業※１

職業安定業務統計 1,347 1,540 1,669 1,735 1,812 2,035 2,540

地域調整 （群馬：太田）

※２ 100

退職金 退職給付等の費用の割合

※３ 1.06

【備考】
※１　職業安定業務統計の対応する職種について，基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値別の数値を記載
※２　派遣先事務所の所在する場所に応じて，通達に定める地域指数を乗じた数値を記載
※３　退職給付等の費用の割合1.06を乗している

別表１　同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額（基本給・賞与・退職金の関係）
基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値

2 1,311 1,499 1,624 1,688 1,763 1,980 2,472

2,099 2,620

別表１　同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額（基本給・賞与・退職金の関係）
基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値

2 1,494 1,708 1,851 1,924 2,010

3 1,389 1,589 1,722 1,790 1,869

2,257 2,817

3 1,584 1,810 1,962 2,040 2,130 2,392 2,986

別表１　同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額（基本給・賞与・退職金の関係）
基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値

2 1,347 1,540 1,669 1,735 1,812 2,035 2,540

2,157 2,6923 1,428 1,632 1,769 1,839 1,921



【その他の管理的職業】

（新潟：新潟）

等級 職務の内容
基本給額

（時給，賞与，退
職金含む※１）

対応する一般の労
働者の平均的な賃
金の額（※２）

対応する一般の労
働者の能力・経験

Ａ
ランク

上級その他の管理的職業（自主
自立で業務の工夫・改善を実施
できるレベル）

2,600～ 2,392 １０年

Ｂ
ランク

中級その他の管理的職業（作業
指示を受けて，自己で工夫・改善
を実施できるレベル））

2,100～ ≧ 2,040 ３年

Ｃ
ランク

初級その他の管理的職業（マ
ニュアル・作業手順などを参照し
実施できるレベル）

1,600～ 1,584 ０年

（東京：木場）

等級 職務の内容
基本給額

（時給，賞与，退
職金含む※１）

対応する一般の労
働者の平均的な賃
金の額（※２）

対応する一般の労
働者の能力・経験

Ａ
ランク

上級その他の管理的職業（自主
自立で業務の工夫・改善を実施
できるレベル）

2,500～ 2,392 １０年

Ｂ
ランク

中級その他の管理的職業（作業
指示を受けて，自己で工夫・改善
を実施できるレベル））

2,100～ ≧ 2,040 ３年

Ｃ
ランク

初級その他の管理的職業（マ
ニュアル・作業手順などを参照し
実施できるレベル）

1,600～ 1,584 ０年

（群馬：太田）

等級 職務の内容
基本給額

（時給，賞与，退
職金含む※１）

対応する一般の労
働者の平均的な賃
金の額（※２）

対応する一般の労
働者の能力・経験

Ａ
ランク

上級その他の管理的職業（自主
自立で業務の工夫・改善を実施
できるレベル）

2,300～ 2,157 １０年

Ｂ
ランク

中級その他の管理的職業（作業
指示を受けて，自己で工夫・改善
を実施できるレベル））

1,900～ ≧ 1,839 ３年

Ｃ
ランク

初級その他の管理的職業（マ
ニュアル・作業手順などを参照し
実施できるレベル）

1,500～ 1,428 ０年

【備考】
※１　「対応する一般の労働者の平均的な賃金の総額」と比較し同額以上の金額で派遣労働者の基本給（賞与，退職金を含み時給換算）を記載。
※２　別表１の０年，3年，10年の３行目の数値を転記

別表２　対象従業員の基本給及び賞与の額



【研究者】

０年 １年 ２年 ３年 ５年 １０年 ２０年

1
研究者
※１

職業安定業務統計 1,236 1,413 1,531 1,592 1,662 1,868 2,484

地域調整 （神奈川：横浜）

※２ 112.1

退職金 退職給付等の費用の割合

※３ 1.06

【備考】
※１　職業安定業務統計の対応する職種について，基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値別の数値を記載
※２　派遣先事務所の所在する場所に応じて，通達に定める地域指数を乗じた数値を記載
※３　退職給付等の費用の割合1.06を乗している

別表１　同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額（基本給・賞与・退職金の関係）
基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値

2 1,386 1,584 1,716 1,785 1,863 2,094 2,785

1,975 2,220 2,9523 1,469 1,679 1,819 1,892



【研究者】

（神奈川：横浜）

等級 職務の内容
基本給額

（時給，賞与，退
職金含む※１）

対応する一般の労
働者の平均的な賃
金の額（※２）

対応する一般の労
働者の能力・経験

Ａ
ランク

上級研究者（自主自立で業務の
工夫・改善を実施できるレベル）

2,500～ 2,220 １０年

Ｂ
ランク

中級研究者（作業指示を受けて，
自己で工夫・改善を実施できるレ
ベル））

2,000～ ≧ 1,892 ３年

Ｃ
ランク

初級研究者（マニュアル・作業手
順などを参照し実施できるレベ
ル）

1,500～ 1,469 ０年

【備考】
※１　「対応する一般の労働者の平均的な賃金の総額」と比較し同額以上の金額で派遣労働者の基本給（賞与，退職金を含み時給換算）を記載。
※２　別表１の０年，3年，10年の３行目の数値を転記

別表２　対象従業員の基本給及び賞与の額



【機械開発技術者】

０年 １年 ２年 ３年 ５年 １０年 ２０年

1
機械開発技術者
※１

職業安定業務統計 1,229 1,405 1,523 1,583 1,653 1,857 2,318

地域調整 （東京：飯田橋）

※２ 115.6

退職金 退職給付等の費用の割合

※３ 1.06

０年 １年 ２年 ３年 ５年 １０年 ２０年

1
機械開発技術者
※１

職業安定業務統計 1,229 1,405 1,523 1,583 1,653 1,857 2,318

地域調整 （東京：木場）

※２ 110.9

退職金 退職給付等の費用の割合

※３ 1.06

０年 １年 ２年 ３年 ５年 １０年 ２０年

1
機械開発技術者
※１

職業安定業務統計 1,229 1,405 1,523 1,583 1,653 1,857 2,318

地域調整 （神奈川：横浜）

※２ 112.1

退職金 退職給付等の費用の割合

※３ 1.06

【備考】
※１　職業安定業務統計の対応する職種について，基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値別の数値を記載
※２　派遣先事務所の所在する場所に応じて，通達に定める地域指数を乗じた数値を記載
※３　退職給付等の費用の割合1.06を乗している

別表１　同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額（基本給・賞与・退職金の関係）
基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値

2 1,421 1,624 1,761 1,830 1,911 2,147 2,680

2,276 2,8413 1,506 1,722 1,866 1,940 2,026

別表１　同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額（基本給・賞与・退職金の関係）
基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値

2 1,363 1,558 1,689 1,756 1,833 2,060 2,571

1,943 2,183 2,725

別表１　同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額（基本給・賞与・退職金の関係）
基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値

3 1,445 1,652 1,791 1,861

2 1,378 1,575 1,707 1,775 1,853 2,082 2,599

2,207 2,7551,9643 1,461 1,670 1,810 1,881



【機械開発技術者】

（東京：飯田橋）

等級 職務の内容
基本給額

（時給，賞与，退
職金含む※１）

対応する一般の労
働者の平均的な賃
金の額（※２）

対応する一般の労
働者の能力・経験

Ａ
ランク

上級機械開発技術者（自主自立
で業務の工夫・改善を実施できる
レベル）

2,500～ 2,276 １０年

Ｂ
ランク

中級機械開発技術者（作業指示
を受けて，自己で工夫・改善を実
施できるレベル））

2,000～ ≧ 1,940 ３年

Ｃ
ランク

初級機械開発技術者（マニュア
ル・作業手順などを参照し実施で
きるレベル）

1,600～ 1,506 ０年

（東京：木場）

等級 職務の内容
基本給額

（時給，賞与，退
職金含む※１）

対応する一般の労
働者の平均的な賃
金の額（※２）

対応する一般の労
働者の能力・経験

Ａ
ランク

上級機械開発技術者（自主自立
で業務の工夫・改善を実施できる
レベル）

2,400～ 2,183 １０年

Ｂ
ランク

中級機械開発技術者（作業指示
を受けて，自己で工夫・改善を実
施できるレベル））

1,900～ ≧ 1,861 ３年

Ｃ
ランク

初級機械開発技術者（マニュア
ル・作業手順などを参照し実施で
きるレベル）

1,500～ 1,445 ０年

（神奈川：横浜）

等級 職務の内容
基本給額

（時給，賞与，退
職金含む※１）

対応する一般の労
働者の平均的な賃
金の額（※２）

対応する一般の労
働者の能力・経験

Ａ
ランク

上級機械開発技術者（自主自立
で業務の工夫・改善を実施できる
レベル）

2,400～ 2,207 １０年

Ｂ
ランク

中級機械開発技術者（作業指示
を受けて，自己で工夫・改善を実
施できるレベル））

2,000～ ≧ 1,881 ３年

Ｃ
ランク

初級機械開発技術者（マニュア
ル・作業手順などを参照し実施で
きるレベル）

1,500～ 1,461 ０年

【備考】
※１　「対応する一般の労働者の平均的な賃金の総額」と比較し同額以上の金額で派遣労働者の基本給（賞与，退職金を含み時給換算）を記載。
※２　別表１の０年，3年，10年の３行目の数値を転記

別表２　対象従業員の基本給及び賞与の額



【機械設計技術者】

０年 １年 ２年 ３年 ５年 １０年 ２０年

1
機械設計技術者
※１

職業安定業務統計 1,229 1,405 1,523 1,583 1,653 1,857 2,318

地域調整 （東京：木場）

※２ 110.9

退職金 退職給付等の費用の割合

※３ 1.06

【備考】
※１　職業安定業務統計の対応する職種について，基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値別の数値を記載
※２　派遣先事務所の所在する場所に応じて，通達に定める地域指数を乗じた数値を記載
※３　退職給付等の費用の割合1.06を乗している

1,943 2,183 2,7253 1,445 1,652 1,791 1,861

別表１　同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額（基本給・賞与・退職金の関係）
基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値

2 1,363 1,558 1,689 1,756 1,833 2,060 2,571



【機械設計技術者】

（東京：木場）

等級 職務の内容
基本給額

（時給，賞与，退
職金含む※１）

対応する一般の労
働者の平均的な賃
金の額（※２）

対応する一般の労
働者の能力・経験

Ａ
ランク

上級機械設計技術者（自主自立
で業務の工夫・改善を実施できる
レベル）

2,400～ 2,183 １０年

Ｂ
ランク

中級機械設計技術者（作業指示
を受けて，自己で工夫・改善を実
施できるレベル））

1,900～ ≧ 1,861 ３年

Ｃ
ランク

初級機械設計技術者（マニュア
ル・作業手順などを参照し実施で
きるレベル）

1,500～ 1,445 ０年

【備考】
※１　「対応する一般の労働者の平均的な賃金の総額」と比較し同額以上の金額で派遣労働者の基本給（賞与，退職金を含み時給換算）を記載。
※２　別表１の０年，3年，10年の３行目の数値を転記

別表２　対象従業員の基本給及び賞与の額



【機械製造技術者】

０年 １年 ２年 ３年 ５年 １０年 ２０年

1
機械製造技術者
※１

職業安定業務統計 1,176 1,344 1,457 1,515 1,582 1,777 2,218

地域調整 （東京：飯田橋）

※２ 115.6

退職金 退職給付等の費用の割合

※３ 1.06

０年 １年 ２年 ３年 ５年 １０年 ２０年

1
機械製造技術者
※１

職業安定業務統計 1,176 1,344 1,457 1,515 1,582 1,777 2,218

地域調整 （群馬：群馬富岡）

※２ 97.3

退職金 退職給付等の費用の割合

※３ 1.06

０年 １年 ２年 ３年 ５年 １０年 ２０年

1
機械製造技術者
※１

職業安定業務統計 1,176 1,344 1,457 1,515 1,582 1,777 2,218

地域調整 （東京：墨田）

※２ 112

退職金 退職給付等の費用の割合

※３ 1.06

０年 １年 ２年 ３年 ５年 １０年 ２０年

1
機械製造技術者
※１

職業安定業務統計 1,176 1,344 1,457 1,515 1,582 1,777 2,218

地域調整 （東京：木場）

※２ 110.9

退職金 退職給付等の費用の割合

※３ 1.06

０年 １年 ２年 ３年 ５年 １０年 ２０年

1
機械製造技術者
※１

職業安定業務統計 1,176 1,344 1,457 1,515 1,582 1,777 2,218

地域調整 （東京：青梅）

※２ 109

退職金 退職給付等の費用の割合

※３ 1.06

０年 １年 ２年 ３年 ５年 １０年 ２０年

1
機械製造技術者
※１

職業安定業務統計 1,176 1,344 1,457 1,515 1,582 1,777 2,218

地域調整 （福島：二本松）

※２ 91.2

退職金 退職給付等の費用の割合

※３ 1.06

０年 １年 ２年 ３年 ５年 １０年 ２０年

1
機械製造技術者
※１

職業安定業務統計 1,176 1,344 1,457 1,515 1,582 1,777 2,218

地域調整 （神奈川：横浜）

※２ 112.1

退職金 退職給付等の費用の割合

※３ 1.06

【備考】
※１　職業安定業務統計の対応する職種について，基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値別の数値を記載
※２　派遣先事務所の所在する場所に応じて，通達に定める地域指数を乗じた数値を記載
※３　退職給付等の費用の割合1.06を乗している

基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値
別表１　同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額（基本給・賞与・退職金の関係）

2 1,360 1,554 1,684 1,751 1,829 2,054 2,564

1,939 2,178 2,718

別表１　同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額（基本給・賞与・退職金の関係）
基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値

3 1,441 1,647 1,785 1,857

1,539 1,729 2,158

3 1,213 1,386 1,503 1,563 1,632 1,833 2,288

2 1,144 1,308 1,418 1,474

別表１　同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額（基本給・賞与・退職金の関係）
基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値

2 1,317 1,505 1,632 1,697 1,772 1,990 2,484

1,878 2,110 2,633

別表１　同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額（基本給・賞与・退職金の関係）
基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値

3 1,396 1,596 1,730 1,799

1,755 1,971 2,460

3 1,383 1,580 1,713 1,781 1,860 2,089 2,607

2 1,304 1,491 1,616 1,680

別表１　同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額（基本給・賞与・退職金の関係）
基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値

2 1,282 1,465 1,588 1,651 1,724 1,937 2,418

1,828 2,053 2,563

別表１　同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額（基本給・賞与・退職金の関係）
基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値

3 1,359 1,553 1,684 1,751

1,443 1,621 2,023

3 1,137 1,299 1,409 1,465 1,529 1,718 2,144

2 1,073 1,226 1,329 1,382

1,880 2,112 2,6363 1,397 1,597 1,731 1,800

別表１　同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額（基本給・賞与・退職金の関係）
基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値

2 1,318 1,507 1,633 1,698 1,774 1,992 2,486



【機械製造技術者】

（東京：飯田橋）

等級 職務の内容
基本給額

（時給，賞与，退
職金含む※１）

対応する一般の労
働者の平均的な賃
金の額（※２）

対応する一般の労
働者の能力・経験

Ａ
ランク

上級機械開製造術者（自主自立
で業務の工夫・改善を実施できる
レベル）

2,400～ 2,178 １０年

Ｂ
ランク

中級機械製造技術者（作業指示
を受けて，自己で工夫・改善を実
施できるレベル））

2,000～ ≧ 1,857 ３年

Ｃ
ランク

初級機械製造技術者（マニュア
ル・作業手順などを参照し実施で
きるレベル）

1,500～ 1,441 ０年

（群馬：富岡）

等級 職務の内容
基本給額

（時給，賞与，退
職金含む※１）

対応する一般の労
働者の平均的な賃
金の額（※２）

対応する一般の労
働者の能力・経験

Ａ
ランク

上級機械開製造術者（自主自立
で業務の工夫・改善を実施できる
レベル）

2,100～ 1,833 １０年

Ｂ
ランク

中級機械製造技術者（作業指示
を受けて，自己で工夫・改善を実
施できるレベル））

1,700～ ≧ 1,563 ３年

Ｃ
ランク

初級機械製造技術者（マニュア
ル・作業手順などを参照し実施で
きるレベル）

1,300～ 1,213 ０年

（東京：墨田）

等級 職務の内容
基本給額

（時給，賞与，退
職金含む※１）

対応する一般の労
働者の平均的な賃
金の額（※２）

対応する一般の労
働者の能力・経験

Ａ
ランク

上級機械開製造術者（自主自立
で業務の工夫・改善を実施できる
レベル）

2,300～ 2,110 １０年

Ｂ
ランク

中級機械製造技術者（作業指示
を受けて，自己で工夫・改善を実
施できるレベル））

1,900～ ≧ 1,799 ３年

Ｃ
ランク

初級機械製造技術者（マニュア
ル・作業手順などを参照し実施で
きるレベル）

1,400～ 1,396 ０年

（東京：木場）

等級 職務の内容
基本給額

（時給，賞与，退
職金含む※１）

対応する一般の労
働者の平均的な賃
金の額（※２）

対応する一般の労
働者の能力・経験

Ａ
ランク

上級機械開製造術者（自主自立
で業務の工夫・改善を実施できる
レベル）

2,300～ 2,089 １０年

Ｂ
ランク

中級機械製造技術者（作業指示
を受けて，自己で工夫・改善を実
施できるレベル））

1,900～ ≧ 1,781 ３年

Ｃ
ランク

初級機械製造技術者（マニュア
ル・作業手順などを参照し実施で
きるレベル）

1,400～ 1,383 ０年

（東京：青梅）

等級 職務の内容
基本給額

（時給，賞与，退
職金含む※１）

対応する一般の労
働者の平均的な賃
金の額（※２）

対応する一般の労
働者の能力・経験

Ａ
ランク

上級機械開製造術者（自主自立
で業務の工夫・改善を実施できる
レベル）

2,300～ 2,053 １０年

Ｂ
ランク

中級機械製造技術者（作業指示
を受けて，自己で工夫・改善を実
施できるレベル））

1,800～ ≧ 1,751 ３年

Ｃ
ランク

初級機械製造技術者（マニュア
ル・作業手順などを参照し実施で
きるレベル）

1,400～ 1,359 ０年

（福島：二本松）

等級 職務の内容
基本給額

（時給，賞与，退
職金含む※１）

対応する一般の労
働者の平均的な賃
金の額（※２）

対応する一般の労
働者の能力・経験

Ａ
ランク

上級機械開製造術者（自主自立
で業務の工夫・改善を実施できる
レベル）

1,900～ 1,718 １０年

Ｂ
ランク

中級機械製造技術者（作業指示
を受けて，自己で工夫・改善を実
施できるレベル））

1,500～ ≧ 1,465 ３年

Ｃ
ランク

初級機械製造技術者（マニュア
ル・作業手順などを参照し実施で
きるレベル）

1,200～ 1,137 ０年

]
（神奈川：横浜）

等級 職務の内容
基本給額

（時給，賞与，退
職金含む※１）

対応する一般の労
働者の平均的な賃
金の額（※２）

対応する一般の労
働者の能力・経験

Ａ
ランク

上級機械開製造術者（自主自立
で業務の工夫・改善を実施できる
レベル）

2,400～ 2,112 １０年

Ｂ
ランク

中級機械製造技術者（作業指示
を受けて，自己で工夫・改善を実
施できるレベル））

1,900～ ≧ 1,800 ３年

Ｃ
ランク

初級機械製造技術者（マニュア
ル・作業手順などを参照し実施で
きるレベル）

1,500～ 1,397 ０年

【備考】
※１　「対応する一般の労働者の平均的な賃金の総額」と比較し同額以上の金額で派遣労働者の基本給（賞与，退職金を含み時給換算）を記載。
※２　別表１の０年，3年，10年の３行目の数値を転記

別表２　対象従業員の基本給及び賞与の額



【その他の製造技術者】

０年 １年 ２年 ３年 ５年 １０年 ２０年

1
その他の製造技術
者※１

職業安定業務統計 1,168 1,335 1,447 1,504 1,571 1,765 2,205

地域調整 （東京：木場）

※２ 110.9

退職金 退職給付等の費用の割合

※３ 1.06

【備考】
※１　職業安定業務統計の対応する職種について，基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値別の数値を記載
※２　派遣先事務所の所在する場所に応じて，通達に定める地域指数を乗じた数値を記載
※３　退職給付等の費用の割合1.06を乗している

別表１　同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額（基本給・賞与・退職金の関係）
基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値

2 1,295 1,481 1,605 1,668 1,742 1,957 2,445

1,847 2,075 2,5923 1,373 1,570 1,701 1,768



【その他の製造技術者】

（東京：木場）

等級 職務の内容
基本給額

（時給，賞与，退
職金含む※１）

対応する一般の労
働者の平均的な賃
金の額（※２）

対応する一般の労
働者の能力・経験

Ａ
ランク

上級その他の製造技術者（自主
自立で業務の工夫・改善を実施
できるレベル）

2,200～ 2,075 １０年

Ｂ
ランク

中級その他の製造技術者（作業
指示を受けて，自己で工夫・改善
を実施できるレベル））

1,800～ ≧ 1,768 ３年

Ｃ
ランク

初級その他の製造技術者（マ
ニュアル・作業手順などを参照し
実施できるレベル）

1,400～ 1,373 ０年

【備考】
※１　「対応する一般の労働者の平均的な賃金の総額」と比較し同額以上の金額で派遣労働者の基本給（賞与，退職金を含み時給換算）を記載。
※２　別表１の０年，3年，10年の３行目の数値を転記

別表２　対象従業員の基本給及び賞与の額



【情報通信・通信技術者】

０年 １年 ２年 ３年 ５年 １０年 ２０年

1
情報処理・通信技
術者※１

職業安定業務統計 1,340 1,532 1,660 1,726 1,802 2,025 2,527

地域調整 （東京：木場）

※２ 110.9

退職金 退職給付等の費用の割合

※３ 1.06

【備考】
※１　職業安定業務統計の対応する職種について，基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値別の数値を記載
※２　派遣先事務所の所在する場所に応じて，通達に定める地域指数を乗じた数値を記載
※３　退職給付等の費用の割合1.06を乗している

別表１　同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額（基本給・賞与・退職金の関係）
基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値

2 1,486 1,699 1,841 1,914 1,999 2,246 2,803

2,381 2,9713 1,575 1,801 1,952 2,029 2,119



【情報処理・通信技術者】

（東京：木場）

等級 職務の内容
基本給額

（時給，賞与，退
職金含む※１）

対応する一般の労
働者の平均的な賃
金の額（※２）

対応する一般の労
働者の能力・経験

Ａ
ランク

上級情報処理・通信技術者（自
主自立で業務の工夫・改善を実
施できるレベル）

2,500～ 2,381 １０年

Ｂ
ランク

中級情報処理・通信技術者（作
業指示を受けて，自己で工夫・改
善を実施できるレベル））

2,100 ≧ 2,029 ３年

Ｃ
ランク

初級情報処理・通信技術者（マ
ニュアル・作業手順などを参照し
実施できるレベル）

1,600～ 1,575 ０年

【備考】
※１　「対応する一般の労働者の平均的な賃金の総額」と比較し同額以上の金額で派遣労働者の基本給（賞与，退職金を含み時給換算）を記載。
※２　別表１の０年，3年，10年の３行目の数値を転記

別表２　対象従業員の基本給及び賞与の額



【その他の技術者】

０年 １年 ２年 ３年 ５年 １０年 ２０年

1
その他の技術者
※１

職業安定業務統計 1,228 1,404 1,521 1,582 1,652 1,856 2,316

地域調整 （神奈川：横浜）

※２ 112.1

退職金 退職給付等の費用の割合

※３ 1.06

０年 １年 ２年 ３年 ５年 １０年 ２０年

1
その他の技術者
※１

職業安定業務統計 1,228 1,404 1,521 1,582 1,652 1,856 2,316

地域調整 （東京：木場）

※２ 110.9

退職金 退職給付等の費用の割合

※３ 1.06

【備考】
※１　職業安定業務統計の対応する職種について，基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値別の数値を記載
※２　派遣先事務所の所在する場所に応じて，通達に定める地域指数を乗じた数値を記載
※３　退職給付等の費用の割合1.06を乗している

別表１　同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額（基本給・賞与・退職金の関係）
基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値

2 1,377 1,574 1,705 1,774 1,852 2,081 2,596

2,206 2,7523 1,459 1,668 1,808 1,880 1,963

別表１　同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額（基本給・賞与・退職金の関係）
基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値

2 1,362 1,557 1,687 1,755 1,832 2,058 2,569

2,182 2,7233 1,444 1,651 1,788 1,860 1,942



【その他の技術者】

（神奈川：横浜）

等級 職務の内容
基本給額

（時給，賞与，退
職金含む※１）

対応する一般の労
働者の平均的な賃
金の額（※２）

対応する一般の労
働者の能力・経験

Ａ
ランク

上級その他の技術者（自主自立
で業務の工夫・改善を実施できる
レベル）

2,500～ 2,206 １０年

Ｂ
ランク

中級その他の技術者（作業指示
を受けて，自己で工夫・改善を実
施できるレベル））

2,000～ ≧ 1,880 ３年

Ｃ
ランク

初級その他の技術者（マニュア
ル・作業手順などを参照し実施で
きるレベル）

1,500～ 1,459 ０年

（東京：木場）

等級 職務の内容
基本給額

（時給，賞与，退
職金含む※１）

対応する一般の労
働者の平均的な賃
金の額（※２）

対応する一般の労
働者の能力・経験

Ａ
ランク

上級その他の技術者（自主自立
で業務の工夫・改善を実施できる
レベル）

2,400～ 2,182 １０年

Ｂ
ランク

中級その他の技術者（作業指示
を受けて，自己で工夫・改善を実
施できるレベル））

1,900～ ≧ 1,860 ３年

Ｃ
ランク

初級その他の技術者（マニュア
ル・作業手順などを参照し実施で
きるレベル）

1,500～ 1,444 ０年

【備考】
※１　「対応する一般の労働者の平均的な賃金の総額」と比較し同額以上の金額で派遣労働者の基本給（賞与，退職金を含み時給換算）を記載。
※２　別表１の０年，3年，10年の３行目の数値を転記

別表２　対象従業員の基本給及び賞与の額



【経営・金融等の職業】

０年 １年 ２年 ３年 ５年 １０年 ２０年

1
経営・金融等の職
業※１

職業安定業務統計 1,341 1,533 1,661 1,727 1,804 2,026 2,529

地域調整 （東京：木場）

※２ 110.9

退職金 退職給付等の費用の割合

※３ 1.06

０年 １年 ２年 ３年 ５年 １０年 ２０年

1
経営・金融等の職
業※１

職業安定業務統計 1,341 1,533 1,661 1,727 1,804 2,026 2,529

地域調整 （神奈川：横浜）

※２ 112.1

退職金 退職給付等の費用の割合

※３ 1.06

【備考】
※１　職業安定業務統計の対応する職種について，基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値別の数値を記載
※２　派遣先事務所の所在する場所に応じて，通達に定める地域指数を乗じた数値を記載
※３　退職給付等の費用の割合1.06を乗している

別表１　同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額（基本給・賞与・退職金の関係）
基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値

2 1,487 1,700 1,842 1,915 2,001 2,247 2,805

2,121 2,382 2,973

別表１　同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額（基本給・賞与・退職金の関係）
基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値

3 1,577 1,802 1,953 2,030

2 1,503 1,719 1,862 1,936 2,022 2,271 2,835

2,408 3,0052,1443 1,594 1,822 1,974 2,052



【経営・金融等の職業】

（東京：木場）

等級 職務の内容
基本給額

（時給，賞与，退
職金含む※１）

対応する一般の労
働者の平均的な賃
金の額（※２）

対応する一般の労
働者の能力・経験

Ａ
ランク

上級経営・金融等の職業（自主
自立で業務の工夫・改善を実施
できるレベル）

2,600～ 2,382 １０年

Ｂ
ランク

中級経営・金融等の職業（作業
指示を受けて，自己で工夫・改善
を実施できるレベル））

2,100～ ≧ 2,030 ３年

Ｃ
ランク

初級経営・金融等の職業（マニュ
アル・作業手順などを参照し実施
できるレベル）

1,600～ 1,577 ０年

（神奈川：横浜）

等級 職務の内容
基本給額

（時給，賞与，退
職金含む※１）

対応する一般の労
働者の平均的な賃
金の額（※２）

対応する一般の労
働者の能力・経験

Ａ
ランク

上級経営・金融等の職業（自主
自立で業務の工夫・改善を実施
できるレベル）

2,600～ 2,408 １０年

Ｂ
ランク

中級経営・金融等の職業（作業
指示を受けて，自己で工夫・改善
を実施できるレベル））

2,100～ ≧ 2,052 ３年

Ｃ
ランク

初級経営・金融等の職業（マニュ
アル・作業手順などを参照し実施
できるレベル）

1,600～ 1,594 ０年

【備考】
※１　「対応する一般の労働者の平均的な賃金の総額」と比較し同額以上の金額で派遣労働者の基本給（賞与，退職金を含み時給換算）を記載。
※２　別表１の０年，3年，10年の３行目の数値を転記

別表２　対象従業員の基本給及び賞与の額



【その他の専門的職業】

０年 １年 ２年 ３年 ５年 １０年 ２０年

1
その他の専門的職
業※１

職業安定業務統計 1,187 1,357 1,471 1,529 1,597 1,794 2,239

地域調整 （東京：木場）

※２ 110.9

退職金 退職給付等の費用の割合

※３ 1.06

【備考】
※１　職業安定業務統計の対応する職種について，基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値別の数値を記載
※２　派遣先事務所の所在する場所に応じて，通達に定める地域指数を乗じた数値を記載
※３　退職給付等の費用の割合1.06を乗している

別表１　同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額（基本給・賞与・退職金の関係）
基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値

2 1,316 1,505 1,631 1,696 1,771 1,990 2,483

2,109 2,6323 1,395 1,595 1,729 1,798 1,877



【その他の専門的職業】

（東京：木場）

等級 職務の内容
基本給額

（時給，賞与，退
職金含む※１）

対応する一般の労
働者の平均的な賃
金の額（※２）

対応する一般の労
働者の能力・経験

Ａ
ランク

上級その他の専門的職業（自主
自立で業務の工夫・改善を実施
できるレベル）

2,300～ 2,109 １０年

Ｂ
ランク

中級その他の専門的職業（作業
指示を受けて，自己で工夫・改善
を実施できるレベル））

1,900～ ≧ 1,798 ３年

Ｃ
ランク

初級その他の専門的職業（マ
ニュアル・作業手順などを参照し
実施できるレベル）

1,400～ 1,395 ０年

【備考】
※１　「対応する一般の労働者の平均的な賃金の総額」と比較し同額以上の金額で派遣労働者の基本給（賞与，退職金を含み時給換算）を記載。
※２　別表１の０年，3年，10年の３行目の数値を転記

別表２　対象従業員の基本給及び賞与の額



【一般事務員】

０年 １年 ２年 ３年 ５年 １０年 ２０年

1
一般事務員
※１

職業安定業務統計 1,047 1,197 1,297 1,349 1,408 1,582 1,975

地域調整 （鹿児島：鹿児島市）

※２ 89.7

退職金 退職給付等の費用の割合

※３ 1.06

０年 １年 ２年 ３年 ５年 １０年 ２０年

1
一般事務員
※１

職業安定業務統計 1,047 1,197 1,297 1,349 1,408 1,582 1,975

地域調整 （鹿児島：熊毛）

※２ 86.8

退職金 退職給付等の費用の割合

※３ 1.06

０年 １年 ２年 ３年 ５年 １０年 ２０年

1
一般事務員
※１

職業安定業務統計 1,047 1,197 1,297 1,349 1,408 1,582 1,975

地域調整 （東京：木場）

※２ 110.9

退職金 退職給付等の費用の割合

※３ 1.06

０年 １年 ２年 ３年 ５年 １０年 ２０年

1
一般事務員
※１

職業安定業務統計 1,047 1,197 1,297 1,349 1,408 1,582 1,975

地域調整 （東京：飯田橋）

※２ 115.6

退職金 退職給付等の費用の割合

※３ 1.06

０年 １年 ２年 ３年 ５年 １０年 ２０年

1
一般事務員
※１

職業安定業務統計 1,047 1,197 1,297 1,349 1,408 1,582 1,975

地域調整 （神奈川：横浜）

※２ 112.1

退職金 退職給付等の費用の割合

※３ 1.06

０年 １年 ２年 ３年 ５年 １０年 ２０年

1
一般事務員
※１

職業安定業務統計 1,047 1,197 1,297 1,349 1,408 1,582 1,975

地域調整 （鹿児島：鹿児島）

※２ 89.7

退職金 退職給付等の費用の割合

※３ 1.06

【備考】
※１　職業安定業務統計の対応する職種について，基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値別の数値を記載

（基本給・賞与支給の時給換算平均値）
※２　派遣先事務所の所在する場所に応じて，通達に定める地域指数を乗じた数値を記載
※３　退職給付等の費用の割合1.06を乗している

別表１　同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額（基本給・賞与・退職金の関係）
基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値

2 939 1,074 1,164 1,210 1,263 1,419 1,772

1,504 1,878

別表１　同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額（基本給・賞与・退職金の関係）
基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値

2 909 1,039 1,126 1,171 1,222

3 996 1,138 1,233 1,283 1,339

1,373 1,714

3 963 1,101 1,193 1,241 1,296 1,456 1,817

別表１　同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額（基本給・賞与・退職金の関係）
基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値

2 1,161 1,328 1,438 1,496 1,562 1,755 2,190

1,860 2,322

別表１　同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額（基本給・賞与・退職金の関係）
基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値

2 1,210 1,384 1,499 1,560 1,628

3 1,231 1,407 1,525 1,586 1,655

1,829 2,283

3 1,283 1,467 1,589 1,653 1,725 1,939 2,420

1,880 2,3473 1,244 1,423 1,541 1,603 1,673

別表１　同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額（基本給・賞与・退職金の関係）
基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値

2 1,174 1,342 1,454 1,512 1,578 1,774 2,214

1,339 1,504 1,8783 996 1,138 1,233 1,283

別表１　同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額（基本給・賞与・退職金の関係）
基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値

2 939 1,074 1,164 1,210 1,263 1,419 1,772



【一般事務員】

（鹿児島：鹿児島市）

等級 職務の内容
基本給額

（時給，賞与，退
職金含む※１）

対応する一般の労
働者の平均的な賃
金の額（※２）

対応する一般の労
働者の能力・経験

Ａ
ランク

上級一般事務員（自主自立で業
務の工夫・改善を実施できるレベ
ル）

1,600～ 1,504 １０年

Ｂ
ランク

中級一般事務員（作業指示を受
けて，自己で工夫・改善を実施で
きるレベル）

1,300～ ≧ 1,283 ３年

Ｃ
ランク

初級一般事務員（マニュアル・作
業手順などを参照し実施できるレ
ベル）

1,000～ 996 ０年

（鹿児島：熊毛）

等級 職務の内容
基本給額

（時給，賞与，退
職金含む※１）

対応する一般の労
働者の平均的な賃
金の額（※２）

対応する一般の労
働者の能力・経験

Ａ
ランク

上級一般事務員（自主自立で業
務の工夫・改善を実施できるレベ
ル）

1,600～ 1,456 １０年

Ｂ
ランク

中級一般事務員（作業指示を受
けて，自己で工夫・改善を実施で
きるレベル）

1,300～ ≧ 1,241 ３年

Ｃ
ランク

初級一般事務員（マニュアル・作
業手順などを参照し実施できるレ
ベル）

1,000～ 963 ０年

（東京：木場）

等級 職務の内容
基本給額

（時給，賞与，退
職金含む※１）

対応する一般の労
働者の平均的な賃
金の額（※２）

対応する一般の労
働者の能力・経験

Ａ
ランク

上級一般事務員（自主自立で業
務の工夫・改善を実施できるレベ
ル）

2,000～ 1,860 １０年

Ｂ
ランク

中級一般事務員（作業指示を受
けて，自己で工夫・改善を実施で
きるレベル）

1,600～ ≧ 1,586 ３年

Ｃ
ランク

初級一般事務員（マニュアル・作
業手順などを参照し実施できるレ
ベル）

1,300～ 1,231 ０年

（東京：飯田橋）

等級 職務の内容
基本給額

（時給，賞与，退
職金含む※１）

対応する一般の労
働者の平均的な賃
金の額（※２）

対応する一般の労
働者の能力・経験

Ａ
ランク

上級一般事務員（自主自立で業
務の工夫・改善を実施できるレベ
ル）

2,100～ 1,939 １０年

Ｂ
ランク

中級一般事務員（作業指示を受
けて，自己で工夫・改善を実施で
きるレベル）

1,700～ ≧ 1,653 ３年

Ｃ
ランク

初級一般事務員（マニュアル・作
業手順などを参照し実施できるレ
ベル）

1,300～ 1,283 ０年

（神奈川：横浜）

等級 職務の内容
基本給額

（時給，賞与，退
職金含む※１）

対応する一般の労
働者の平均的な賃
金の額（※２）

対応する一般の労
働者の能力・経験

Ａ
ランク

上級一般事務員（自主自立で業
務の工夫・改善を実施できるレベ
ル）

2,100～ 1,880 １０年

Ｂ
ランク

中級一般事務員（作業指示を受
けて，自己で工夫・改善を実施で
きるレベル）

1,700～ ≧ 1,603 ３年

Ｃ
ランク

初級一般事務員（マニュアル・作
業手順などを参照し実施できるレ
ベル）

1,300～ 1,244 ０年

（鹿児島：鹿児島）

等級 職務の内容
基本給額

（時給，賞与，退
職金含む※１）

対応する一般の労
働者の平均的な賃
金の額（※２）

対応する一般の労
働者の能力・経験

Ａ
ランク

上級一般事務員（自主自立で業
務の工夫・改善を実施できるレベ
ル）

1,900～ 1,878 １０年

Ｂ
ランク

中級一般事務員（作業指示を受
けて，自己で工夫・改善を実施で
きるレベル）

1,300～ ≧ 1,283 ３年

Ｃ
ランク

初級一般事務員（マニュアル・作
業手順などを参照し実施できるレ
ベル）

1,000～ 996 ０年

【備考】
※１　「対応する一般の労働者の平均的な賃金の総額」と比較し同額以上の金額で派遣労働者の基本給（賞与，退職金を含み時給換算）を記載。
※２　別表１の０年，3年，10年の３行目の数値を転記

別表２　対象従業員の基本給及び賞与の額



【その他の一般事務の職業】

０年 １年 ２年 ３年 ５年 １０年 ２０年

1
その他の一般事務
の職業※１

職業安定業務統計 1,105 1,263 1,369 1,423 1,486 1,670 2,084

地域調整 （東京：木場）

※２ 110.9

退職金 退職給付等の費用の割合

※３ 1.06

【備考】
※１　職業安定業務統計の対応する職種について，基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値別の数値を記載
※２　派遣先事務所の所在する場所に応じて，通達に定める地域指数を乗じた数値を記載
※３　退職給付等の費用の割合1.06を乗している

別表１　同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額（基本給・賞与・退職金の関係）
基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値

2 1,226 1,401 1,518 1,578 1,648 1,852 2,311

1,747 1,963 2,4503 1,299 1,485 1,609 1,673



【その他の一般事務の職業】

（東京：木場）

等級 職務の内容
基本給額

（時給，賞与，退
職金含む※１）

対応する一般の労
働者の平均的な賃
金の額（※２）

対応する一般の労
働者の能力・経験

Ａ
ランク

上級その他の一般事務の作業
（自主自立で業務の工夫・改善を
実施できるレベル）

2,100～ 1,963 １０年

Ｂ
ランク

中級その他の一般事務の作業
（作業指示を受けて，自己で工
夫・改善を実施できるレベル））

1,700～ ≧ 1,673 ３年

Ｃ
ランク

初級その他の一般事務の作業
（マニュアル・作業手順などを参
照し実施できるレベル）

1,400 1,299 ０年

【備考】
※１　「対応する一般の労働者の平均的な賃金の総額」と比較し同額以上の金額で派遣労働者の基本給（賞与，退職金を含み時給換算）を記載。
※２　別表１の０年，3年，10年の３行目の数値を転記

別表２　対象従業員の基本給及び賞与の額



【会計事務員】

０年 １年 ２年 ３年 ５年 １０年 ２０年

1
会計事務員
※１

職業安定業務統計 1,159 1,325 1,436 1,493 1,559 1,751 2,186

地域調整 （東京：木場）

※２ 110.9

退職金 退職給付等の費用の割合

※３ 1.06

【備考】
※１　職業安定業務統計の対応する職種について，基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値別の数値を記載
※２　派遣先事務所の所在する場所に応じて，通達に定める地域指数を乗じた数値を記載
※３　退職給付等の費用の割合1.06を乗している

別表１　同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額（基本給・賞与・退職金の関係）
基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値

2 1,285 1,470 1,593 1,656 1,729 1,942 2,424

1,833 2,059 2,5703 1,363 1,558 1,688 1,755



【会計事務員】

（東京：木場）

等級 職務の内容
基本給額

（時給，賞与，退
職金含む※１）

対応する一般の労
働者の平均的な賃
金の額（※２）

対応する一般の労
働者の能力・経験

Ａ
ランク

上級会計事務員（自主自立で業
務の工夫・改善を実施できるレベ
ル）

2,200～ 2,059 １０年

Ｂ
ランク

中級会計事務員（作業指示を受
けて，自己で工夫・改善を実施で
きるレベル））

1,800～ ≧ 1,755 ３年

Ｃ
ランク

初級会計事務員（マニュアル・作
業手順などを参照し実施できるレ
ベル）

1,400～ 1,363 ０年

【備考】
※１　「対応する一般の労働者の平均的な賃金の総額」と比較し同額以上の金額で派遣労働者の基本給（賞与，退職金を含み時給換算）を記載。
※２　別表１の０年，3年，10年の３行目の数値を転記

別表２　対象従業員の基本給及び賞与の額



【生産関連事務員】

０年 １年 ２年 ３年 ５年 １０年 ２０年

1
生産関連事務員
※１

職業安定業務統計 1,131 1,293 1,401 1,457 1,521 1,709 2,133

地域調整 （神奈川：横浜）

※２ 112.1

退職金 退職給付等の費用の割合

※３ 1.06

０年 １年 ２年 ３年 ５年 １０年 ２０年

1
生産関連事務員
※１

職業安定業務統計 1,131 1,293 1,401 1,457 1,521 1,709 2,133

地域調整 （東京：飯田橋）

※２ 115.6

退職金 退職給付等の費用の割合

※３ 1.06

０年 １年 ２年 ３年 ５年 １０年 ２０年

1
生産関連事務員
※１

職業安定業務統計 1,131 1,293 1,401 1,457 1,521 1,709 2,133

地域調整 （東京：木場）

※２ 110.9

退職金 退職給付等の費用の割合

※３ 1.06

０年 １年 ２年 ３年 ５年 １０年 ２０年

1
生産関連事務員
※１

職業安定業務統計 1,131 1,293 1,401 1,457 1,521 1,709 2,133

地域調整 （神奈川：川崎）

※２ 109.7

退職金 退職給付等の費用の割合

※３ 1.06

【備考】
※１　職業安定業務統計の対応する職種について，基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値別の数値を記載
※２　派遣先事務所の所在する場所に応じて，通達に定める地域指数を乗じた数値を記載
※３　退職給付等の費用の割合1.06を乗している

別表１　同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額（基本給・賞与・退職金の関係）
基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値

2 1,268 1,450 1,571 1,633 1,705 1,916 2,391

2,031 2,535

別表１　同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額（基本給・賞与・退職金の関係）
基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値

2 1,308 1,495 1,620 1,684 1,758

3 1,344 1,537 1,665 1,731 1,808

1,976 2,466

3 1,386 1,585 1,717 1,785 1,864 2,094 2,614

別表１　同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額（基本給・賞与・退職金の関係）
基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値

2 1,254 1,434 1,554 1,616 1,687 1,895 2,366

2,009 2,508

別表１　同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額（基本給・賞与・退職金の関係）
基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値

2 1,241 1,419 1,537 1,598 1,669

3 1,330 1,520 1,647 1,713 1,788

1,875 2,340

3 1,315 1,504 1,629 1,694 1,769 1,987 2,480



【生産関連事務員】

（神奈川：横浜）

等級 職務の内容
基本給額

（時給，賞与，退
職金含む※１）

対応する一般の労
働者の平均的な賃
金の額（※２）

対応する一般の労
働者の能力・経験

Ａ
ランク

上級生産関連事務員（自主自立
で業務の工夫・改善を実施できる
レベル）

2,500～ 2,031 １０年

Ｂ
ランク

中級生産関連事務員（作業指示
を受けて，自己で工夫・改善を実
施できるレベル））

1,800～ ≧ 1,731 ３年

Ｃ
ランク

初級生産関連事務員（マニュア
ル・作業手順などを参照し実施で
きるレベル）

1,400～ 1,344 ０年

（東京：飯田橋）

等級 職務の内容
基本給額

（時給，賞与，退
職金含む※１）

対応する一般の労
働者の平均的な賃
金の額（※２）

対応する一般の労
働者の能力・経験

Ａ
ランク

上級生産関連事務員（自主自立
で業務の工夫・改善を実施できる
レベル）

2,300～ 2,094 １０年

Ｂ
ランク

中級生産関連事務員（作業指示
を受けて，自己で工夫・改善を実
施できるレベル））

1,800～ ≧ 1,785 ３年

Ｃ
ランク

初級生産関連事務員（マニュア
ル・作業手順などを参照し実施で
きるレベル）

1,400～ 1,386 ０年

（東京：木場）

等級 職務の内容
基本給額

（時給，賞与，退
職金含む※１）

対応する一般の労
働者の平均的な賃
金の額（※２）

対応する一般の労
働者の能力・経験

Ａ
ランク

上級生産関連事務員（自主自立
で業務の工夫・改善を実施できる
レベル）

2,200～ 2,009 １０年

Ｂ
ランク

中級生産関連事務員（作業指示
を受けて，自己で工夫・改善を実
施できるレベル））

1,800 ≧ 1,713 ３年

Ｃ
ランク

初級生産関連事務員（マニュア
ル・作業手順などを参照し実施で
きるレベル）

1,400 1,330 ０年

（神奈川：川崎）

等級 職務の内容
基本給額

（時給，賞与，退
職金含む※１）

対応する一般の労
働者の平均的な賃
金の額（※２）

対応する一般の労
働者の能力・経験

Ａ
ランク

上級生産関連事務員（自主自立
で業務の工夫・改善を実施できる
レベル）

2,200～ 1,987 １０年

Ｂ
ランク

中級生産関連事務員（作業指示
を受けて，自己で工夫・改善を実
施できるレベル））

1,700～ ≧ 1,694 ３年

Ｃ
ランク

初級生産関連事務員（マニュア
ル・作業手順などを参照し実施で
きるレベル）

1,400 1,315 ０年

【備考】
※１　「対応する一般の労働者の平均的な賃金の総額」と比較し同額以上の金額で派遣労働者の基本給（賞与，退職金を含み時給換算）を記載。
※２　別表１の０年，3年，10年の３行目の数値を転記

別表２　対象従業員の基本給及び賞与の額



【事務用機器操作の職業】

０年 １年 ２年 ３年 ５年 １０年 ２０年

1
事務用機器操作の
職業※１

職業安定業務統計 1,073 1,226 1,329 1,382 1,443 1,621 2,024

地域調整 （神奈川：横浜）

※２ 112.1

退職金 退職給付等の費用の割合

※３ 1.06

０年 １年 ２年 ３年 ５年 １０年 ２０年

1
事務用機器操作の
職業※１

職業安定業務統計 1,073 1,226 1,329 1,382 1,443 1,621 2,024

地域調整 （東京：飯田橋）

※２ 115.6

退職金 退職給付等の費用の割合

※３ 1.06

０年 １年 ２年 ３年 ５年 １０年 ２０年

1
事務用機器操作の
職業※１

職業安定業務統計 1,073 1,226 1,329 1,382 1,443 1,621 2,024

地域調整 （愛知：半田）

※２ 102.8

退職金 退職給付等の費用の割合

※３ 1.06

【備考】
※１　職業安定業務統計の対応する職種について，基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値別の数値を記載
※２　派遣先事務所の所在する場所に応じて，通達に定める地域指数を乗じた数値を記載
※３　退職給付等の費用の割合1.06を乗している

別表１　同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額（基本給・賞与・退職金の関係）
基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値

2 1,203 1,374 1,490 1,549 1,618 1,817 2,269

1,926 2,405

別表１　同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額（基本給・賞与・退職金の関係）
基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値

2 1,240 1,417 1,536 1,598 1,668

3 1,275 1,457 1,579 1,642 1,715

1,874 2,340

3 1,315 1,502 1,629 1,694 1,768 1,986 2,480

別表１　同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額（基本給・賞与・退職金の関係）
基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値

2 1,103 1,260 1,366 1,421 1,484 1,666 2,081

1,766 2,2063 1,169 1,336 1,448 1,506 1,573



【事務用機器操作の職業】

（神奈川：横浜）

等級 職務の内容
基本給額

（時給，賞与，退
職金含む※１）

対応する一般の労
働者の平均的な賃
金の額（※２）

対応する一般の労
働者の能力・経験

Ａ
ランク

上級事務用機器操作（自主自立
で業務の工夫・改善を実施できる
レベル）

2,100～ 1,926 １０年

Ｂ
ランク

中級事務用機器操作（作業指示
を受けて，自己で工夫・改善を実
施できるレベル））

1,700～ ≧ 1,642 ３年

Ｃ
ランク

初級事務用機器操作（マニュア
ル・作業手順などを参照し実施で
きるレベル）

1,300～ 1,275 ０年

（東京：飯田橋）

等級 職務の内容
基本給額

（時給，賞与，退
職金含む※１）

対応する一般の労
働者の平均的な賃
金の額（※２）

対応する一般の労
働者の能力・経験

Ａ
ランク

上級事務用機器操作（自主自立
で業務の工夫・改善を実施できる
レベル）

2,200～ 1,986 １０年

Ｂ
ランク

中級事務用機器操作（作業指示
を受けて，自己で工夫・改善を実
施できるレベル））

1,750～ ≧ 1,694 ３年

Ｃ
ランク

初級事務用機器操作（マニュア
ル・作業手順などを参照し実施で
きるレベル）

1,400 1,315 ０年

（愛知：半田）

等級 職務の内容
基本給額

（時給，賞与，退
職金含む※１）

対応する一般の労
働者の平均的な賃
金の額（※２）

対応する一般の労
働者の能力・経験

Ａ
ランク

上級事務用機器操作（自主自立
で業務の工夫・改善を実施できる
レベル）

1,900～ 1,766 １０年

Ｂ
ランク

中級事務用機器操作（作業指示
を受けて，自己で工夫・改善を実
施できるレベル））

1,600～ ≧ 1,506 ３年

Ｃ
ランク

初級事務用機器操作（マニュア
ル・作業手順などを参照し実施で
きるレベル）

1,200～ 1,169 ０年

【備考】
※１　「対応する一般の労働者の平均的な賃金の総額」と比較し同額以上の金額で派遣労働者の基本給（賞与，退職金を含み時給換算）を記載。
※２　別表１の０年，3年，10年の３行目の数値を転記

別表２　対象従業員の基本給及び賞与の額



【営業の職業】

０年 １年 ２年 ３年 ５年 １０年 ２０年

1
営業の職業
※１

職業安定業務統計 1,244 1,422 1,541 1,602 1,673 1,880 2,346

地域調整 （大阪：梅田）

※２ 110.2

退職金 退職給付等の費用の割合

※３ 1.06

０年 １年 ２年 ３年 ５年 １０年 ２０年

1
営業の職業
※１

職業安定業務統計 1,244 1,422 1,541 1,602 1,673 1,880 2,346

地域調整 （東京：木場）

※２ 110.9

退職金 退職給付等の費用の割合

※３ 1.06

０年 １年 ２年 ３年 ５年 １０年 ２０年

1
営業の職業
※１

職業安定業務統計 1,244 1,422 1,541 1,602 1,673 1,880 2,346

地域調整 （東京：飯田橋）

※２ 115.6

退職金 退職給付等の費用の割合

※３ 1.06

０年 １年 ２年 ３年 ５年 １０年 ２０年

1
営業の職業
※１

職業安定業務統計 1,244 1,422 1,541 1,602 1,673 1,880 2,346

地域調整 （北海道：札幌）

※２ 98.4

退職金 退職給付等の費用の割合

※３ 1.06

【備考】
※１　職業安定業務統計の対応する職種について，基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値別の数値を記載
※２　派遣先事務所の所在する場所に応じて，通達に定める地域指数を乗じた数値を記載
※３　退職給付等の費用の割合1.06を乗している

別表１　同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額（基本給・賞与・退職金の関係）
基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値

2 1,371 1,567 1,698 1,766 1,844 2,072 2,585

2,196 2,7413 1,453 1,661 1,800 1,872 1,954

別表１　同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額（基本給・賞与・退職金の関係）
基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値

2 1,380 1,577 1,709 1,777 1,855 2,085 2,602

2,210 2,758

別表１　同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額（基本給・賞与・退職金の関係）
基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値

2 1,438 1,644 1,781 1,852 1,934

3 1,462 1,672 1,812 1,883 1,967

2,173 2,712

3 1,524 1,743 1,888 1,963 2,050 2,304 2,875

別表１　同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額（基本給・賞与・退職金の関係）
基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値

2 1,224 1,399 1,516 1,576 1,646 1,850 2,309

1,961 2,4473 1,298 1,483 1,607 1,671 1,745



【営業の職業】

（大阪：梅田）

等級 職務の内容
基本給額

（時給，賞与，退
職金含む※１）

対応する一般の労
働者の平均的な賃
金の額（※２）

対応する一般の労
働者の能力・経験

Ａ
ランク

上級営業の職業（自主自立で業
務の工夫・改善を実施できるレベ
ル）

2,400～ 2,196 １０年

Ｂ
ランク

中級営業の職業（作業指示を受
けて，自己で工夫・改善を実施で
きるレベル））

2,000～ ≧ 1,872 ３年

Ｃ
ランク

初級営業の職業（マニュアル・作
業手順などを参照し実施できるレ
ベル）

1,500～ 1,453 ０年

（東京：木場）

等級 職務の内容
基本給額

（時給，賞与，退
職金含む※１）

対応する一般の労
働者の平均的な賃
金の額（※２）

対応する一般の労
働者の能力・経験

Ａ
ランク

上級営業の職業（自主自立で業
務の工夫・改善を実施できるレベ
ル）

2,400～ 2,210 １０年

Ｂ
ランク

中級営業の職業（作業指示を受
けて，自己で工夫・改善を実施で
きるレベル））

1,900～ ≧ 1,883 ３年

Ｃ
ランク

初級営業の職業（マニュアル・作
業手順などを参照し実施できるレ
ベル）

1,500～ 1,462 ０年

（東京：飯田橋）

等級 職務の内容
基本給額

（時給，賞与，退
職金含む※１）

対応する一般の労
働者の平均的な賃
金の額（※２）

対応する一般の労
働者の能力・経験

Ａ
ランク

上級営業の職業（自主自立で業
務の工夫・改善を実施できるレベ
ル）

2,500～ 2,304 １０年

Ｂ
ランク

中級営業の職業（作業指示を受
けて，自己で工夫・改善を実施で
きるレベル））

2,000～ ≧ 1,963 ３年

Ｃ
ランク

初級営業の職業（マニュアル・作
業手順などを参照し実施できるレ
ベル）

1,600～ 1,524 ０年

（北海道：札幌）

等級 職務の内容
基本給額

（時給，賞与，退
職金含む※１）

対応する一般の労
働者の平均的な賃
金の額（※２）

対応する一般の労
働者の能力・経験

Ａ
ランク

上級営業の職業（自主自立で業
務の工夫・改善を実施できるレベ
ル）

2,100～ 1,961 １０年

Ｂ
ランク

中級営業の職業（作業指示を受
けて，自己で工夫・改善を実施で
きるレベル））

1,700～ ≧ 1,671 ３年

Ｃ
ランク

初級営業の職業（マニュアル・作
業手順などを参照し実施できるレ
ベル）

1,300～ 1,298 ０年

【備考】
※１　「対応する一般の労働者の平均的な賃金の総額」と比較し同額以上の金額で派遣労働者の基本給（賞与，退職金を含み時給換算）を記載。
※２　別表１の０年，3年，10年の３行目の数値を転記

別表２　対象従業員の基本給及び賞与の額


